
◎ 
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に

関
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整

備
等
に
関
す
る
法
律 

（
平
成
十
五
年
五
月
三
十
日
法
律
第
六
十
一
号
） 

 

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
） 

第
二
章 

会
計
検
査
院
関
係
（
第
二
条
） 

第
三
章 

内
閣
府
関
係
（
第
三
条
・
第
四
条
） 

第
四
章 

総
務
省
関
係
（
第
五
条
―
第
十
条
） 

第
五
章 

法
務
省
関
係
（
第
十
一
条
―
第
十
七
条
） 

第
六
章 

文
部
科
学
省
関
係
（
第
十
八
条
） 

第
七
章 

厚
生
労
働
省
関
係
（
第
十
九
条
―
第
二
十
二
条
） 

第
八
章 

農
林
水
産
省
関
係
（
第
二
十
三
条
・
第
二
十
四
条
） 

第
九
章 

経
済
産
業
省
関
係
（
第
二
十
五
条
―
第
三
十
一

条
） 

第
十
章 

国
土
交
通
省
関
係
（
第
三
十
二
条
―
第
三
十
六

条
） 

附
則 

  
 
 

第
一
章 

総
則 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
、

独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
及
び
情
報
公

開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
設
置
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第

六
十
号
）
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
を
行
う
も
の

と
す
る
。 

  
 
 

第
二
章 

会
計
検
査
院
関
係 

 

（
会
計
検
査
院
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

会
計
検
査
院
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

目
次
中
「
会
計
検
査
院
情
報
公
開
審
査
会
」
を
「
会
計
検

査
院
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
」
に
改
め
る
。 

「
第
五
節 

会
計
検
査
院
情
報
公
開
審
査
会
」
を
「
第
五

節 

会
計
検
査
院
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
」
に

改
め
る
。 

第
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
八
条
」
の
下
に
「
及
び

行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
四
十
二
条
」
を
加
え
、

「
会
計
検
査
院
情
報
公
開
審
査
会
」
を
「
会
計
検
査
院
情
報

公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
会
計
検
査
院
情
報
公
開
審
査
会
」
を
「
会
計
検
査
院
情
報

公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
」
に
改
め
る
。 

第
十
九
条
の
五
中
「
前
三
条
」
を
「
第
十
九
条
の
二
か
ら

前
条
ま
で
」
に
、
「
会
計
検
査
院
情
報
公
開
審
査
会
の
組
織

及
び
運
営
」
を
「
会
計
検
査
院
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護

審
査
会
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
の
六
と
す
る
。 

第
十
九
条
の
四
中
「
前
条
第
八
項
」
を
「
第
十
九
条
の
三

第
八
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
の
五
と
し
、
第
十
九

条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
十
九
条
の
四 

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
設
置

法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）
第
三
章
の
規
定
は
、

会
計
検
査
院
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
の
調
査

審
議
の
手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
章
の
規
定
中
「
審
査
会
」
と
あ
る
の
は
、
「
会
計
検
査

院
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 

第
三
章 

内
閣
府
関
係 

 

（
内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
第
三
項
第
五
十
四
号
中
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る

情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二

号
）
第
二
十
一
条
」
を
「
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査

会
設
置
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）
第
二
条
」
に
改

め
る
。 

第
三
十
七
条
第
三
項
の
表
中
情
報
公
開
審
査
会
の
項
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保

護
審
査
会 

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保

護
審
査
会
設
置
法 

 

（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法

律
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
と

す
る
。 

 
 
 
 

第
四
章 

総
務
省
関
係 

 

（
統
計
法
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

統
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
八
条
の
二
を
第
十
八
条
の
三
と
し
、
第
十
八
条
の
次

に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
等
の
適
用
除
外
） 



第
十
八
条
の
二 

指
定
統
計
を
作
成
す
る
た
め
に
集
め
ら

れ
た
個
人
情
報
（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保

護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
及
び
独
立
行
政
法

人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す

る
個
人
情
報
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

及
び
届
出
統
計
調
査
に
よ
つ
て
集
め
ら
れ
た
個
人
情
報

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
法
律
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

（
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

第
一
条
第
十
三
号
の
五
の
二
中
「
情
報
公
開
審
査
会
」
を

「
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
」
に
改
め
、
同
条
第

十
七
号
の
二
中
「
会
計
検
査
院
情
報
公
開
審
査
会
」
を
「
会

計
検
査
院
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
」
に
改
め
、

同
条
第
十
九
号
の
七
中
「
情
報
公
開
審
査
会
」
を
「
情
報
公

開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
官
職
名
の
欄
中
「
情
報
公
開
審
査
会
」
を
「
情

報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
」
に
改
め
る
。 

 

（
統
計
報
告
調
整
法
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

統
計
報
告
調
整
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
四
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
二
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
等
の
適
用
除
外
） 

第
十
二
条
の
三 

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大

臣
の
承
認
を
受
け
た
統
計
報
告
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す

る
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
専
ら
統
計
を
作
成
す
る
た
め

に
用
い
ら
れ
る
事
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
徴
集
に

よ
つ
て
得
ら
れ
た
個
人
情
報
（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五

十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
及
び
独

立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
二

項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ら
の
法
律
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

第
十
四
条
中
「
統
計
法
第
十
八
条
の
二
」
を
「
統
計
法
第

十
八
条
の
三
」
に
改
め
る
。 

（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
の

一
部
改
正
） 

第
八
条 

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

目
次
中 

「 

第
二
節 

情
報
公
開
審
査
会
（
第
二
十
一

 
 

第
三
節 

審
査
会
の
調
査
審
議
の
手
続
（

 
 

第
四
節 

訴
訟
の
管
轄
の
特
例
等
（
第
三

 

第
四
章 

補
則
（
第
三
十
七
条
―
第
四
十
三

条
―
第
二
十
六
条
） 

第
二
十
七
条
―
第
三
十
五
条
） 

十
六
条
） 

条
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を 

「 

第
二
節 

訴
訟 

 

第
四
章 

補
則
（ 

の
管
轄
の
特
例
等
（
第
二
十
一
条
） 

第
二
十
二
条
―
第
二
十
七
条
） 

 

」
に
改
め
る
。 

第
五
条
第
六
号
イ
中
「
又
は
試
験
」
を
「
、
試
験
又
は
租

税
の
賦
課
若
し
く
は
徴
収
」
に
改
め
る
。 

第
十
八
条
中
「
情
報
公
開
審
査
会
」
を
「
情
報
公
開
・
個

人
情
報
保
護
審
査
会
」
に
改
め
、「
。
第
三
節
に
お
い
て
「
審

査
会
」
と
総
称
す
る
。
」
を
削
る
。 

第
三
章
第
二
節
及
び
第
三
節
を
削
る
。 

第
三
章
第
四
節
中
第
三
十
六
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条

を
第
二
十
一
条
と
し
、
同
節
を
同
章
第
二
節
と
す
る
。 

第
四
章
中
第
三
十
七
条
を
第
二
十
二
条
と
し
、
第
三
十
八

条
か
ら
第
四
十
二
条
ま
で
を
十
五
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

第
四
十
三
条
を
削
る
。 

 

（
総
務
省
設
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
九
条 

総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の

公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第

三
十
八
条
第
二
項
及
び
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情

報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十

号
）
第
二
十
四
条
第
二
項
の
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、

同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

一 

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
二
十
三
条
第

二
項
の
案
内
所 

二 

独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
）
第
二
十

四
条
第
二
項
の
案
内
所 

三 

行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
四
十
七

条
第
二
項
の
案
内
所 

四 

独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第

四
十
六
条
第
二
項
の
案
内
所 

（
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る

法
律
の
一
部
改
正
） 

第
十
条 

独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関



す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
五
条
第
四
号
ハ
中
「
又
は
試
験
」
を
「
、
試
験
又
は
租

税
の
賦
課
若
し
く
は
徴
収
」
に
改
め
る
。 

第
十
八
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
二
項
中
「
情
報
公
開
審

査
会
」
を
「
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
」
に
改
め

る
。  

 
 
 

第
五
章 

法
務
省
関
係 

 

（
不
動
産
登
記
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
一
条 

不
動
産
登
記
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
二
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

目
次
中
「
第
百
五
十
一
条
ノ
九
・
第
百
五
十
一
条
ノ
十
」

を
「
第
百
五
十
一
条
ノ
九
―
第
百
五
十
一
条
ノ
十
一
」
に
改

め
る
。 

第
四
章
ノ
三
中
第
百
五
十
一
条
ノ
十
の
次
に
次
の
一
条

を
加
え
る
。 

第
百
五
十
一
条
ノ
十
一 

登
記
簿
（
閉
鎖
登
記
簿
ヲ
含
ム
）

及
ビ
其
附
属
書
類
並
ニ
地
図
、
建
物
所
在
図
及
ビ
地
図
ニ

準
ズ
ル
図
面
ニ
記
録
セ
ラ
レ
タ
ル
保
有
個
人
情
報
（
行
政

機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
三
項
ニ
規
定
ス

ル
保
有
個
人
情
報
ヲ
謂
フ
）
ニ
付
テ
ハ
同
法
第
四
章
ノ
規

定
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ズ 

 

（
戸
籍
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
二
条 

戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
百
十
七
条
の
六
中
「
第
四
十
八
条
第
二
項
本
文
」
を
「
戸

籍
及
び
除
か
れ
た
戸
籍
の
副
本
並
び
に
第
四
十
八
条
第
二

項
」
に
改
め
る
。 

第
百
十
七
条
の
七
を
第
百
十
七
条
の
八
と
し
、
第
百
十
七

条
の
六
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
百
十
七
条
の
七 

戸
籍
及
び
除
か
れ
た
戸
籍
の
副
本
並

び
に
第
四
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
に
記
録
さ

れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人

情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十

八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
を
い

う
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
四
章
の
規
定
は
、
適
用
し

な
い
。 

 

（
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
三
条 

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
五
十
三
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

訴
訟
に
関
す
る
書
類
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
て
い

る
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人

情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十

八
号
）
第
四
章
及
び
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人

情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十

九
号
）
第
四
章
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

（
商
業
登
記
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
四
条 

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
七
条
中
「
及
び
第
百
十
四
条
の
二
」
を
「
、
第
百
十
四

条
の
二
及
び
第
百
十
四
条
の
三
」
に
改
め
る
。 

第
百
十
四
条
の
三
を
第
百
十
四
条
の
四
と
し
、
第
百
十
四

条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
の
適
用
除
外
） 

第
百
十
四
条
の
三 

登
記
簿
及
び
そ
の
附
属
書
類
に
記
録

さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五

十
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
を

い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
四
章
の
規
定
は
、
適
用

し
な
い
。 

第
百
十
九
条
中
「
第
百
十
四
条
の
三
」
を
「
第
百
十
四
条

の
四
」
に
改
め
る
。 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
登
記
事
務
処
理
の
円
滑
化

の
た
め
の
措
置
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
十
五
条 

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
登
記
事
務
処
理
の

円
滑
化
の
た
め
の
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法

律
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
六
条
の
見
出
し
を
「（
他
の
法
律
の
適
用
除
外
）」
に
改

め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

登
記
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報

（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項

に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、

同
法
第
四
章
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

（
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
に
関
す
る
民
法
の
特
例
等
に
関

す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
十
六
条 

債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
に
関
す
る
民
法
の
特
例

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
の
適
用
除
外
） 

第
十
三
条
の
二 

債
権
譲
渡
登
記
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ

て
い
る
保
有
個
人
情
報
（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情

報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八

号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
を
い

う
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
四
章
の
規
定
は
、
適
用
し

な
い
。 



 
（
後
見
登
記
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
十
七
条 

後
見
登
記
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律

第
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
六
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
十
五
条
を
第
十
六
条
と

し
、
第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
三
条
の
次
に
次
の

一
条
を
加
え
る
。 

（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
の
適
用
除
外
） 

第
十
四
条 

後
見
登
記
等
フ
ァ
イ
ル
及
び
閉
鎖
登
記
フ
ァ

イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
（
行
政
機
関
の

保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五

年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
有

個
人
情
報
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
四
章
の
規

定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 
 
 
 

第
六
章 

文
部
科
学
省
関
係 

 

（
著
作
権
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
八
条 

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
七
十
八
条
中
第
八
項
を
第
九
項
と
し
、
第
七
項
の
次
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。 

８ 

著
作
権
登
録
原
簿
及
び
そ
の
附
属
書
類
に
記
録
さ
れ

て
い
る
保
有
個
人
情
報
（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情

報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八

号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
を
い

う
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
四
章
の
規
定
は
、
適
用
し

な
い
。 

第
八
十
八
条
第
二
項
及
び
第
百
四
条
中
「
及
び
第
七
項
」

を
「
、
第
七
項
及
び
第
八
項
」
に
改
め
る
。 

 
 
 
 

第
七
章 

厚
生
労
働
省
関
係 

（
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
と

の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例

等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
十
九
条 

社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
ド
イ
ツ
連
邦
共

和
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等

の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
七
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
七
十
五
条
第
四
項
中
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
電
子
計

算
機
処
理
に
係
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

六
十
三
年
法
律
第
九
十
五
号
）
」
を
「
行
政
機
関
の
保
有
す

る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第

五
十
八
号
）
又
は
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
」

に
、「
同
法
」
を
「
こ
れ
ら
の
法
律
」
に
改
め
る
。 

 

（
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
及

び
北
部
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施

に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の

一
部
改
正
） 

第
二
十
条 

社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ

テ
ン
及
び
北
部
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の
間
の
協
定

の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

第
十
七
条
第
二
項
中
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
電
子
計
算

機
処
理
に
係
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六

十
三
年
法
律
第
九
十
五
号
）
」
を
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五

十
八
号
）
又
は
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
」

に
、「
同
法
」
を
「
こ
れ
ら
の
法
律
」
に
改
め
る
。 

（
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
法
の
一
部

改
正
） 

第
二
十
一
条 

独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構

法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

第
九
条
第
二
項
中
「
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人

情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第 

 
 

 

号
）」
を
「
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
」
に
改

め
る
。 

 

（
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
二
条 

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
（
平

成
十
四
年
法
律
第
百
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

第
九
条
第
二
項
中
「
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人

情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第 

 
 

 

号
）」
を
「
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
」
に
改

め
る
。 

 
 
 
 

第
八
章 

農
林
水
産
省
関
係 

 

（
漁
業
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
三
条 

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
五
十
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。 

４ 

免
許
漁
業
原
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報

（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項



に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、

同
法
第
四
章
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

（
種
苗
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
四
条 
種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
十
六
条
第
二
項
中
「
資
料
」
の
下
に
「（
次
項
に
お

い
て
「
品
種
登
録
簿
等
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、
同
条
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

品
種
登
録
簿
等
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報

（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項

に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、

同
法
第
四
章
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 
 
 
 

第
九
章 

経
済
産
業
省
関
係 

 

（
鉱
業
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
五
条 

鉱
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
八
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
五
十
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

６ 

鉱
業
原
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
（
行
政

機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す

る
保
有
個
人
情
報
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
四

章
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

（
特
許
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
六
条 

特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
百
八
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

特
許
に
関
す
る
書
類
及
び
特
許
原
簿
の
う
ち
磁
気
テ

ー
プ
を
も
つ
て
調
製
し
た
部
分
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保

有
個
人
情
報
（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
二

条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
を
い
う
。
）
に
つ

い
て
は
、
同
法
第
四
章
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

（
意
匠
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
七
条 

意
匠
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
六
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

意
匠
登
録
に
関
す
る
書
類
及
び
意
匠
原
簿
の
う
ち
磁

気
テ
ー
プ
を
も
つ
て
調
製
し
た
部
分
に
記
録
さ
れ
て
い

る
保
有
個
人
情
報
（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
を
い
う
。
）

に
つ
い
て
は
、
同
法
第
四
章
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

（
商
標
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
八
条 
商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
七
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

商
標
登
録
又
は
防
護
標
章
登
録
に
関
す
る
書
類
及
び

商
標
原
簿
の
う
ち
磁
気
テ
ー
プ
を
も
つ
て
調
製
し
た
部

分
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
（
行
政
機
関
の
保

有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年

法
律
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
有
個

人
情
報
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
四
章
の
規
定

は
、
適
用
し
な
い
。 

（
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
両
国
に
隣
接
す
る
大
陸

棚だ
な

の
南
部
の
共
同
開
発
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
石

油
及
び
可
燃
性
天
然
ガ
ス
資
源
の
開
発
に
関
す
る
特
別
措

置
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
九
条 

日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
両
国
に
隣
接

す
る
大
陸
棚だ

な

の
南
部
の
共
同
開
発
に
関
す
る
協
定
の
実
施

に
伴
う
石
油
及
び
可
燃
性
天
然
ガ
ス
資
源
の
開
発
に
関
す

る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
十
二
条
中
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五
項
の
次
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。 

６ 

特
定
鉱
業
原
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報

（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規

定
す
る
保
有
個
人
情
報
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
第

四
章
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

（
半
導
体
集
積
回
路
の
回
路
配
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部

改
正
） 

第
三
十
条 

半
導
体
集
積
回
路
の
回
路
配
置
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
六
十
年
法
律
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

第
四
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

回
路
配
置
原
簿
又
は
第
三
条
第
二
項
の
申
請
書
若
し

く
は
こ
れ
に
添
付
し
た
図
面
そ
の
他
の
資
料
に
記
録
さ

れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人

情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十

八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
を
い

う
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
四
章
の
規
定
は
、
適
用
し

な
い
。 

（
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律

の
一
部
改
正
） 

第
三
十
一
条 

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

第
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 



５ 
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
（
行
政

機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す

る
保
有
個
人
情
報
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
四

章
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 
 
 
 

第
十
章 

国
土
交
通
省
関
係 

 

（
鉄
道
抵
当
法
の
一
部
改
正
） 

第
三
十
二
条 

鉄
道
抵
当
法
（
明
治
三
十
八
年
法
律
第
五
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
十
八
条
ノ
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
四
章
ノ
規
定
ハ

鉄
道
抵
当
原
簿
及
鉄
道
財
団
目
録
ニ
記
録
セ
ラ
レ
タ
ル

保
有
個
人
情
報
（
同
法
第
二
条
第
三
項
ニ
規
定
ス
ル
保
有

個
人
情
報
ヲ
謂
フ
）
ニ
付
テ
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ズ 

 

（
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
改
正
） 

第
三
十
三
条 

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百

八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
十
六
条
の
三
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個

人
情
報
（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第

三
項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
を
い
う
。
）
に
つ
い
て

は
、
同
法
第
四
章
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

（
航
空
法
の
一
部
改
正
） 

第
三
十
四
条 

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
八
条
の
五
の
見
出
し
を
「（
他
の
法
律
の
適
用
除
外
）
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

航
空
機
登
録
原
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情

報
（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項

に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、

同
法
第
四
章
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

（
特
定
多
目
的
ダ
ム
法
の
一
部
改
正
） 

第
三
十
五
条 

特
定
多
目
的
ダ
ム
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第

三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
十
六
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
の
次
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。 

５ 

ダ
ム
使
用
権
登
録
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人

情
報
（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
三

項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
を
い
う
。）
に
つ
い
て
は
、

同
法
第
四
章
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

（
小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
三
十
六
条 

小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

三
年
法
律
第
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

原
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
（
行
政
機
関

の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保

有
個
人
情
報
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
四
章
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 
 
 
 

附 

則 
 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
情
報
公
開
審
査
会
の
廃
止
及
び
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保

護
審
査
会
の
設
置
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
第
八
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す

る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
行
政
機
関
情
報
公
開

法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
任
命
さ
れ
た
情
報
公
開
審
査
会
の
委
員
で
あ
る
者

は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
に
、
情
報
公
開
・

個
人
情
報
保
護
審
査
会
設
置
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
六
十

号
）
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
情
報
公

開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
の
委
員
と
し
て
任
命
さ
れ
た
も

の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
任
命
さ
れ
た
も

の
と
み
な
さ
れ
る
者
の
任
期
は
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
同
日
に
お
け
る
旧
行
政
機
関
情
報
公
開
法
第
二

十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
任
命
さ
れ
た

情
報
公
開
審
査
会
の
委
員
と
し
て
の
任
期
の
残
任
期
間
と

同
一
の
期
間
と
す
る
。 

２ 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
行
政
機
関
情
報
公
開
法

第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
情
報
公

開
審
査
会
の
会
長
で
あ
る
者
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
指
名
さ
れ
た
委
員
で
あ
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
こ
の
法

律
の
施
行
の
日
に
、
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
設

置
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
会
長
と
し
て
定
め
ら

れ
、
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
会
長
の
職
務
を
代
理

す
る
委
員
と
し
て
指
名
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

３ 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
情
報
公
開
審
査
会
に
さ
れ
た
諮

問
で
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
当
該
諮
問
に
対
す
る
答
申
が

さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会

に
さ
れ
た
諮
問
と
み
な
し
、
当
該
諮
問
に
つ
い
て
情
報
公
開

審
査
会
が
し
た
調
査
審
議
の
手
続
は
情
報
公
開
・
個
人
情
報

保
護
審
査
会
が
し
た
調
査
審
議
の
手
続
と
み
な
す
。 

 

（
守
秘
義
務
等
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

情
報
公
開
審
査
会
の
委
員
で
あ
っ
た
者
に
係
る
そ



の
職
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な

い
義
務
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
の
規
定
の
施
行
後
も
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。 

２ 

第
八
条
の
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
項
の
規

定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に

お
け
る
同
項
の
規
定
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
） 

第
四
条 

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行

に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。 


